
● 建設産業委員会
代表質問  議:議員／理:理事者

　　市の2026年度当初予算では給食費の完全
無償化など充実した子育て環境の実現に向けて
の施策が豊富にあるが、既存の地場産業への経
済対策や若者への支援（若者が集う場所の誘致
など）についてはどんな施策を検討しているの
か。また結婚支援体制の強化とはどんな内容な
のか。
　　地場産業、企業の賃上げに直接的に結びつ
ける経済対策について、本市では、過疎地域の
持続的発展の支援に関する特別措置法に基づ
き、一定の要件を満たす事業者に対して3年間
の固定資産税の課税免除措置を講じるなどによ
り、企業の「稼ぐ力」を高め働く世代の所得向
上につながる環境づくりに取り組む。
　若者が集う場所については、宿泊施設の誘致
により平日の昼間人口を増やし、魅力的な飲食
店の増加につなげるとともに、こども会館等の
改修により交流場所を確保する。
　結婚支援は、民間アドバイザーによる出会い
から成婚、当市への定住までをサポートする伴
走型支援やオンライン相談の活用、「ふく恋
マッチングシステム」の新登録料助成などを新
たに実施しSNS等での情報発信を強化する。各
分野の施策を総合的に展開し、若年層や子育て
世代に選ばれるまちを目指していく。
　　青森市では条件が整えばマイナンバーカー
ドを利用して医師等が作成した出生証明書を画
像データで添付することで市役所まで出向かず
に出生届ができる。市でもオンライン提出でき
るようにならないか。
　　国において、令和8年度中を目途に戸籍情
報システムに連携した新しい仕組みのオンライ
ン出生届が全国の自治体で運用開始できるよう
システム開発等が進められている。本市におい
ても、導入により各種手続きのオンライン申請
が可能となり、子育て世帯の負担軽減につなが
ると考えるため、令和9年度以降の導入につい
て検討を進めていく。

 ◆ 令和8年度勝山市下水道事業会計予算
　 について
　新規事業として、伊知地・坂東島地区及び勝
山東部地区を対象に農業集落排水処理施設の今
後について、存続するか公共下水道に統合する
かを判断し、合理的かつ将来負担の少ない施設
運営方針を明確化することを目的に「維持管理
適正化計画」を策定する業務委託を予定してい
る旨、説明がありました。
　採決の結果、原案を可決しました。
委員　人口動態なども考慮しつつ長期的なビ
ジョンで配管やポンプ、施設の更新・統合を検
討されたい。
理事者　策定予定の維持管理適正化計画を基に
検討していく。

 ◆ 長尾山総合公園の整備について
　理事者からは、都市公園事業「ネイチャーポ
ジティブ公園」の補助事業採択要件を満たすた
めに緑の基本計画の改定を進めており、先般パ
ブリックコメントを実施して特に意見はなかっ
たことから現在3月末の公表を目指していると
の説明がありました。また、令和８年度事業と
しては1期エリア未買収地の用地購入費と園路・
広場等の測量、設計委託料を見込んでいるとの
ことでした。
委員　パブリックコメントだけで意見を聞くの
ではなく、ネイチャーポジティブ公園事業につ
いて広く丁寧に市民へ説明して、理解を得て事
業を進めていくべき。
理事者　広報等で計画の内容を周知し、市民の
意見を頂いていく場を作っていきたい。

　審査の結果、議案11件について全て可決しま
した。

　議場での本会議の様子をインターネットのYouTubeでリアルタイム配信します。
　これまでは市長招集あいさつ及び会派代表者質問・一般質問のみでしたが、今後は本会議全般（秘密会を除
く）をご覧いただけます。スマートフォン等から視聴できますので、傍聴が難しい方にも議会の議論を身近に
感じていただけると思います。字幕配信とあわせ、より開かれた議会を目指します。
　詳しくは勝山市ホームページをご覧ください。
※通信環境等により、映像が停止したり音声が途絶えたりする場合があります。
※ライブ動画配信終了後もこれまでどおりYouTubeで視聴可能です。

本会議ライブ動画配信を始めました

● 2026年度当初予算について
● 出生届をオンラインで提出することについて
その他の質問
・男性が育休を取得する時の「育休
カバー手当」について
・観光客の増加を見込んでの市の対応
について
・中学校吹奏楽部の地域展開について

緑の基本計画は
こちらからご覧
いただけます。

（勝山市HP）

李江嵐議員の辞職勧告決議等について

【令和8年3月定例会における辞職勧告決議】
　3月19日開催の本会議において「本市議会の名誉と市民からの信頼が回復されることを願い、李江
嵐議員に反省を強く求める」として、議員3名の発議により李江嵐議員に対する3回目の辞職勧告決
議案が提出されました。これに対して李江嵐議員からは「本件と真摯に向き合い、反省すべき点は受
け止めながら、今後の行動によって信頼の回復を努めてまいりたい。現時点で職を辞することは、市
民から託された責任を放棄することにもつながるものであり、適切でないと判断している」と弁明が
ありました。また討論では「処分については、合理性、合法性、慎重さが必要である。来週には裁判
所の判決が出るので司法の判断をよく検証すべき」という意見がありました。
　採決の結果、賛成多数で可決しました。
　　　　　
【李江嵐議員に対する除名処分の取消判決および審決】
　令和7年6月26日に本市議会が議決した李江嵐議員に対する除名処分について、3月下旬に裁判所
の判決および福井県知事による審決が出され、いずれも「除名処分を取り消す」との判断でした。
　主な理由は、「処分の根拠とされた備忘録の記載内容や特別委員会での答弁について、地方自治法
第132条や勝山市議会会議規則第151条に反するとは認められない。よって懲罰事由が認められない
ため本件除名処分は違法である（判決）」「懲罰事由が存在しないか、仮にあったとしても、処分内
容との均衡を欠くものである（審決）」という趣旨のものでした。
　勝山市議会としましては控訴は行わず、この結果を受け止めて今後の議会運営に努めてまいります｡

これまでの経緯（時系列）
年　 月

令和7年 6月26日

令和7年 7月

令和7年11月
　　　
令和7年12月18日
令和8年 3月19日
令和8年 3月24日
令和8年 3月27日

事　　　　　項　　　　　　　　　　　　
・李江嵐議員が市民に対して行った行為について、勝山市議会議員政治倫
理条例に反したとして勝山市議会が辞職勧告決議を可決
・李江嵐議員が政治倫理調査特別委員会に提出した「備忘録」の記載に個
人的な事象や虚偽歪曲があり、地方自治法や勝山市議会会議規則に反した
として勝山市議会が除名処分を可決　　　　　　　　　　
李江嵐議員が福井地方裁判所に除名処分取消請求、除名処分執行停止の申
立て及び福井県知事に審決の申請。7月31日、福井地方裁判所による除名
処分執行停止の決定（議員の地位回復）  　　　　
11月11日付けで李江嵐議員が暴行の罪で略式起訴され、11月18日付け
で罰金10万円の略式命令を受ける  　　　　
李江嵐議員の罰金刑確定を受け、辞職勧告決議（2回目）を可決  
辞職勧告決議（3回目）を可決 
福井地方裁判所が「除名処分取消」の判決
福井県知事が「除名処分取消」の審決
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